
「新苫前ウィンビラ発電所（仮称）環境影響評価準備書」 

に対する環境大臣意見 

本事業は、電源開発株式会社が、北海道苫前郡苫前町において、現在自社で供用中

の定格出力 1,500kW 又は 1,650kW の風力発電設備 19 基をすべて撤去し、定格出力

4,300kW の風力発電設備８基に建て替えるものである。本事業は、再生可能エネルギ

ーの導入・普及の観点から望ましいものであり、また、北海道苫前町は「風車の町」

として風力発電によるまちづくりを推進していることから、地球温暖化対策及び苫前

町の振興の観点からも望ましいものである。 

本事業の事業計画では、既設風力発電設備と同位置において建て替えを行うこと、

既設の道路等を活用すること等により、土地の改変面積を小さくする計画としている。 

また、本事業の対象事業実施区域の近隣には、別事業者が所有する風力発電所（ユ

ーラス苫前ウインドファーム）が稼働しており、同事業においても建て替え事業を進

めているため、本事業者は、複数の環境要素において、累積的な影響について予測及

び評価を行っている。 

一方、苫前町においては、既設の風力発電設備によるオジロワシのバードストライ

クと考えられる事象が多数確認されている。本事業の建て替え対象となっている風力

発電設備においても、同事象が１例確認されていることに加え、建て替え後の環境影

響の予測には不確実性が伴うことから、本事業においては、オジロワシのブレード・

タワー等への接近・接触に係る重大な影響が懸念される。本事業では、バードストラ

イクのリスクを回避するための一定の配慮がみられるが、同事象を踏まえた当該リス

クを回避又は極力低減するための計画について、本環境影響評価準備書への反映が不

十分であることから、今後更なる検討を進めることが必要不可欠である。

よって、本事業の実施に当たっては、本事業者が実施することとしている環境配慮

に加え、以下の措置を適切に講ずるとともに、その旨を評価書に記載すること。 

１．総論

（１）事業計画の見直しについて

本事業の建て替え対象となっている風力発電設備において本年３月にオジロワ

シのバードストライクが発生したことを踏まえ、隣接する既設の風力発電設備にお

いてオジロワシのバードストライクが多数発生していることも勘案し、専門家等の

助言を踏まえ、配置の変更や区域の見直しを含む事業計画の見直しを行うこと。ま

た、見直しの結果に応じて、騒音、風車の影及び鳥類への影響等について予測及び

評価を再度実施し、環境保全措置を検討・実施すること。

（２）事後調査等について

ア. ２．（１）イ、（２）イ、（３）に基づき、事後調査又は環境監視を適切に実

施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置

を講ずること。

イ. 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果及

び専門家等の助言を踏まえて、措置の内容が十分なものとなるよう客観的かつ

科学的に検討すること。また、検討のスケジュール及び方法、専門家等の助言、

検討に当たっての主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及び客観性
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を確保すること。 
ウ. 事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の状況に応じ

て講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度について報告書として

取りまとめ、公表すること。また、環境監視等の結果、環境保全措置を講じた

場合にも、可能な限り報告書に取りまとめ、公表に努めること。 
 

２．各論 

（１）騒音等の影響 

風力発電設備の設置予定場所の近隣には複数の住居が存在しており、風力発電設

備等の稼働に伴う騒音による生活環境への影響が懸念される。このため、以下の措

置を講ずること。 

ア. 評価書の作成までに、風力発電設備の配置変更が生じる場合には、予測及び

評価を再度実施し、その結果に応じて、より低騒音の風力発電設備の採用及び稼

働調整を含む環境保全措置を検討・実施すること。また、評価書段階での予測及

び評価結果に基づき、騒音レベルが増加する近隣の住居への事前説明を実施する

こと。 

イ. 適切に環境監視を実施し、その結果、影響が十分に低減できていないと判断

された場合には、専門家等の指導・助言を踏まえ、稼働停止を含む追加的な環境

保全措置を講ずること。 

 
（２）風車の影による影響 

風力発電設備の設置予定場所の近隣には複数の住居が存在しており、風力発電設

備の稼働に伴う風車の影による生活環境への影響が懸念される。本事業者は、基数

を削減した配置計画としたこと、建屋等の遮蔽物により住居への影響が予測結果よ

り小さくなること等により、事業者の実行可能な範囲で回避又は低減が図られてい

ると評価しているが、風力発電設備の稼働に伴う風車の影の調査、予測及び評価に

おいて、事業者が参考とした参照値を超過する住居が複数存在することから、更な

る環境保全措置の検討が必要である。このため、以下の措置を講ずること。 
ア. 評価書の作成までに、風力発電設備の配置変更が生じる場合には、予測及び評

価を再度実施し、その結果に応じて、稼働調整を含む環境保全措置を検討・実施

すること。また、評価書段階での予測及び評価結果に基づき、参照値を超過する

住居への事前説明を実施すること。 
イ. 適切に環境監視を実施し、その結果、影響が十分に低減できていないと判断さ

れた場合には、稼働停止を含む追加的な環境保全措置を講ずること。 
 
（３）鳥類に対する影響 

対象事業実施区域及びその周辺は、オジロワシ等の希少猛禽類及びガン・カモ類

の飛翔が確認されているほか、同区域の周辺では、オジロワシの営巣及び繁殖が確

認されていることから、本事業の実施に伴い、これら鳥類への重大な影響が懸念さ

れる。とりわけ、オジロワシについては、隣接する既設の風力発電設備においてバ

ードストライクが多数確認されており、本事業の建て替え対象となっている風力発

電設備においても 1例のバードストライクが確認されていることから、ブレード・

タワー等への接近・接触に係るリスクを回避又は極力低減することが不可欠である。 



本事業計画では、事業者には、既設の風力発電設備に比べ設置基数を削減するこ

と、必要に応じたブレードへの彩色塗装やタワーへの目玉模様の貼付等、バードス

トライクのリスクを回避するための一定の配慮がみられる。しかしながら、オジロ

ワシのブレード・タワー等への接近・接触に係る重大な影響を回避又は極力低減す

る観点から、本事業の建て替え対象となっている風力発電設備におけるバードスト

ライク事象を踏まえ、隣接事業での多数の同事象も勘案した上での接近・接触の発

生しやすい地形条件等も含めて専門家等に助言を求め、事業計画の見直しを行い、

以下の措置を講ずること。 
ア. 特にオジロワシのブレード・タワー等への接近・接触に係る重大な影響を回避

又は極力低減する観点から、海側の２基（T1、T2）について、配置の変更を行

うこと。配置の変更を行わず同位置付近での建て替えを行う場合は、設備稼働前

からブレードへの彩色塗装等の追加的な環境保全措置を講ずること。 
イ. 事後調査を適切に実施し、オジロワシ等の重要な鳥類の接近・接触の重大な影

響が認められた場合は、鳥類との衝突のおそれがある風力発電設備については、

専門家等の助言を踏まえ、稼働停止等を含む追加的な環境保全措置を講ずること。 
ウ. 稼働後においてオジロワシ等の重要な鳥類の衝突等による死亡・傷病個体が確

認された場合は、確認位置、損傷状況等を記録するとともに、関係機関との連絡・

調整、死亡・傷病個体の搬送、傷病個体の救命及び関係機関による原因分析への

協力を行うこと。 




